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平成 27 年 11 月 18 日 

各位 

不動産投資信託証券発行者名 

東京都港区六本木六丁目 10 番１号 六本木ヒルズ森タワー

インヴィンシブル投資法人 

代表者名 執 行 役 員  福田 直樹 

（コード番号：8963）

資産運用会社名 

コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  福田 直樹 

問合せ先 企画部マネージャー  渡辺 晶子 

（ＴＥＬ 03-5411-2731）

 

 

規約変更及び役員選任に関するお知らせ 
 

インヴィンシブル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員会に

おいて、規約変更及び役員選任に関し、平成 27 年 12 月 18 日開催予定の本投資法人投資主総会に付議

することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、下記事項は、当該投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 

１. 規約変更の主な内容及び理由について 

（１） 租税特別措置法施行規則（昭和 32 年大蔵省令第 15 号。その後の改正を含みます。）の改正によ

り、本投資法人が課税の特例適用を受けるための要件が変更されたため、不要となった規定を削

除するものです。（第 10 条関係）  

（２） 本投資法人における税会不一致の問題に関して、投資法人の計算に関する規則（平成 18 年内閣

府令第 47 号。その後の改正を含みます。）及び租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号。その後

の改正を含みます。）等の改正に伴い、本投資法人における法人税等の課税の発生を抑える目的

での利益を超えた金銭の分配を行うことが可能となるよう、規定の変更を行うものです。（第 17

条関係） 

（３） 本投資法人は、平成 25 年 1 月以降平成 27 年 12 月までの期間に係る資産運用報酬について、資

産運用会社の同意を得て減額しておりましたが、本投資法人の内部成長及び外部成長による資産

規模及び利益水準等の拡大に伴い、資産運用報酬額を適正な金額とすることを目的として、平成

28年1月以降平成28年12月までの期間に係る資産運用報酬を従前の水準より増額するものの、

規約変更がなされなかった場合に適用されることとなる水準に比べて減額された金額とするこ

とについて資産運用会社の同意を得ましたので、当該期間に係る資産運用報酬の額及び支払いに

関する基準を変更するものであります。（第 41 条関係、附則関係） 

（４） 上記の他、本投資法人の規約について、必要な規定の加除、表現の変更及び明確化、並びにその

他字句の修正を行うものであります。（第 11 条関係） 
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２. 役員選任について 

執行役員福田直樹、監督役員髙橋孝志及び藤元拓志より、本投資主総会終結の時をもって一旦辞任し

たい旨の申し出があったため、平成 27年 12 月 18 日付であらためて執行役員１名及び監督役員２名を選

任することについて、議案を提出するものです。 

 また、補欠執行役員クリストファー・リードの選任に係る決議は、執行役員が法令に定める員数を欠

くことになる場合に備え、補欠執行役員１名を選任することについて議案を提出するものです。 

（１） 執行役員候補者 

福田 直樹（現任） 

（２） 監督役員候補者 

髙橋 孝志（現任）、藤元 拓志（現任） 

（３） 補欠執行役員候補者 

クリストファー・リード（現任） 

 

３. 投資主総会の日程 

平成 27 年 11 月 18 日 投資主総会提出議案承認役員会 

平成 27 年 12 月 ２日 投資主総会招集ご通知の発送（予定） 

平成 27 年 12 月 18 日 投資主総会開催（予定） 

 

以 上 

 

＜添付資料＞ 

投資主総会招集ご通知 
 

＊ 本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

＊ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.invincible-inv.co.jp/ 
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